
特記仕様書 

１. 適用 

本特記仕様書は、「行政系ネットワーク・サーバ構築、保守運用業務委託及び機器賃貸借

長期継続」における契約等に関する事項に適用するものである。 
 

２. 契約体系について 

本業務委託に関しては、次の契約を想定している。 

 

1 ) リース契約（行政系ネットワーク・サーバ構築、長期継続契約） 

(ア) 内容 

・システム導入・構築とそれに係るハードウェア、ソフトウェア（ライセンス等含） 

(イ) 期間 

・ リース期間は、次を想定しているが協議により決定する。 

令和 7年 2月 1日から 5年間。 

(ウ) 納入期限 

・納入期限は協議により決定する。 

(エ) リース完了後 

・ 1年程度の延長契約を想定される。 

・ リース完了時については、不要機器は受注者が撤去、廃棄する。 

(オ) 支払い 

・  支払い条件は協議により決定する。 

   

2 ) 委託契約（行政系ネットワーク保守運用業務委託長期継続契約） 

(ア) 内容 

･ システム保守運用、管理業務。 

(イ) 期間（継続契約） 

・保守期間は次を想定しているが協議により決定する。 

・ 令和 7年 2月 1日から令和 12年 1月 31日まで。 

(ウ) 支払い時期等 

･ 各年度末（協議による）。 

･ 設計書内訳費用の月額費用を経過した月数分初年度より支払う。そのため

入札においては、月額払いを考慮した金額を計上すること。 

（エ）支払い 

・支払い条件は協議により決定する。 

 

３. 運用体制について 

本業務は、本市の基幹ネットワークを運用保守することより、専任の技術者にて運用管

理を行うことを想定している。そのため、本業務を実施する技術者は、本市における兼務

は認めないものとする。本市の他業務等において体制表に記載されている者は、本業務に

おける技術者としては認めないものとする。 

 

以上 


